
◎国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関

する法律 
（令和五年六月七日法律第四七号）   

一、 提案理由（令和五年五月一〇日・衆議院厚生労働委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました国立健康危機管理研究機構法案及び国立健

康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その

提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 

……………（略）…………… 

 次に、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につ

いて申し上げます。 

 この法律案は、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、関係法律について、所要

の規定の整備を行うものであります。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、地域保健法において、地方衛生研究所等を明記し、情報提供や人材育成等に

おける地方衛生研究所等と国立健康危機管理研究機構との連携に係る規定の整備を行う

こととしています。 

 第二に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における厚生労働

大臣の事務について、その一部を国立健康危機管理研究機構に行わせるため、国立健康

危機管理研究機構への事務の委託等の所要の規定の整備を行うこととしています。 

 第三に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府対策本部の会議への国立

健康危機管理研究機構の長その他の役員の出席及び意見聴取について、所要の規定を設

けることとしています。 

 最後に、その他国立研究開発法人国立国際医療研究センターの解散及び国立健康危機

管理研究機構の設立に伴う関係法律の所要の規定の整備を行うこととしています。 

 以上が、二法案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（令和五年五月一八日） 

○三ッ林裕巳君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につ

いて申し上げます。 

 本案は、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、地方衛生研究所等と機構との連

携、感染症法における厚生労働大臣の事務の一部の機構への委託等、関係法律について、

所要の規定の整備を行おうとするものであります。 

 両案は、去る五月九日本委員会に付託され、翌十日、加藤厚生労働大臣から趣旨の説



明を聴取した後、質疑に入り、昨日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結

果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であ

ります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院厚生労働委員長報告（令和五年五月三一日） 

○山田宏君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案は、

国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、関係法律について、所要の規定の整備を行

おうとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、国立感染症研究所と国立国際

医療研究センターを統合する必要性、国立健康危機管理研究機構による科学的知見の提

供の在り方、地方衛生研究所等の体制強化に向けた取組等について質疑を行いました

が、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して川田龍平理事よ

り両法律案に反対、日本共産党を代表して倉林明子委員より両法律案に反対、れいわ新

選組を代表して天畠大輔委員より両法律案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられまし

た。 

 討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年五月三〇日） 

（国立健康危機管理研究機構法（令五法四六）の附帯決議と一括して掲載） 

  

 


